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第１回今後の自動車事故対策勘定のあり方に関する検討会 

議事概要 

 

１． 日 時：令和３年８月２７日（金）１０時００分～１１時３０分 

２． 場 所：web会議形式 

３． 出席者：赤間委員、小沢委員、桑山委員、古謝委員、坂口委員、佐藤委員、髙倉委員、戸崎委員、福田

委員、藤田委員、槇委員、麦倉委員 

４． 議事（概要） 

(1) 資料１の設置要領に基づいて「今後の自動車事故対策勘定のあり方に関する検討会」を自動車

局に置くこと等について、委員の了承を得た。 

(2) 本検討会の座長として、藤田委員、座長代理として福田委員が選任された。 

(3) 藤田座長及び祓川自動車局長より、本検討会立ち上げにあたっての挨拶を行った。 

(4) 事務局から資料に沿って説明があり、その後意見交換を行った。 

〔委員からの主な意見〕 

 【被害者救済対策関係】 

・ 自動車事故による重度後遺障害者は長期間の治療、リハビリに苦しんでいる。先般、脊髄損傷者に

対する対策としてリハビリテーションの充実がまとめられた。現行の医療制度ではカバーしきれない

部分を補う被害者救済対策が未来のある自動車事故被害者を救うことになる。自動車事故被害者

が地域での孤立や生活困窮に陥らないためにも自動車事故被害者の現状をご理解いただき、未来

を見据えた被害者救済対策の継続、さらなる充実を検討してもらいたい。 

・ 被害者救済対策については、先般、グループホーム等への支援等新たな被害者救済対策の方向性

が整理された1ところ、当該方向性に沿った施策の充実に取り組むための財源の確保をお願いしたい。

また、介護者なき後対策の充実に関して、地域における独立行政法人自動車事故対策機構

（NASVA）の実施している訪問支援の役割は大きい。自動車事故の被害に遭われた方への支援が

今後も引き続き重要な施策であるということを関係者で認識共有していきたい。 

・ 交通事故による死亡者数や重度後遺障害者数が減ってきていることはいいことだが、目に見えにく

い高次脳機能障害が受ける自立訓練への支援等の被害者救済対策の充実に取り組んでもらいた

い。 

 【事故発生防止対策関係】 

・ 自転車通勤の増加や電動キックボードの利用増など、交通流の変化を踏まえた、これまでにない視

点での事故発生防止対策の検討が必要。 

・ 厳しい財政状況を踏まえると、施策に優先順位をつけて効果の高いものを重点的に実施していくこ

とも必要。 

・ 車両の安全水準は技術の進歩により高まっているが、近年新たに登場してきた超小型モビリティ等、

軽自動車より小さい車両の安全性については、発展途上。自動車アセスメントでの評価など、安全性

を評価していくことを検討する必要があるのではないか。 

・ 交通事故ゼロ、後遺障害者への支援の充実に向け、自動車事故対策事業の充実が必要。 

                                                      
1 「今後の自動車事故被害者救済対策のあり方に関する検討会 報告書」（令和３年７月１３日） 
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・ ドライブレコーダーは事故発生防止対策に資するほか、事故発生後においても事故の証拠集めに係

る負担軽減に資することから、その普及促進に取り組んでもらいたい。 

・ ドライブレコーダーについて、中小の事業者を中心にその普及にはさまざまな課題があるものの、無

呼吸症候群への対応をはじめ、その普及促進を図ることが必要。このため、その導入を義務づけるこ

とも考えられるが、支援することにより、その導入を促進することも必要ではないか。 

・ 衝突被害軽減ブレーキ等の先進技術を自動車ユーザーにわかりやすく伝えるための動画を作成す

ること等により、正しく先進技術に対する理解を促進し、事故の発生防止に取り組むことも必要では

ないか。 

・ 高次脳機能障害者の中にはドライバーの安全運転を支援してくれる自動車を活用することにより、

社会復帰につなげていくこともできる者もいることから、自動車アセスメントをはじめとした車両の安

全対策にも取り組んでもらいたい。 

・ 政府全体の交通安全対策はこれまで死亡数を中心に考えられてきた。死亡事故への対策は効果を

出してきているが、後遺障害者は死者数ほど減少していない。後遺障害者を巡る情勢等、交通事故

被害の実態を如何に社会に知ってもらうか、その啓発をしっかりと政府として行っていくことが必要

ではないか。 

 【財源のあり方関係】 

・ 一般会計からの繰戻しに係る大臣間合意の期限が到来するところ、自動車事故対策勘定の財政事

情は大変厳しい状況にある。こうした状況を踏まえた大臣間合意の更新が必要である。 

・ 後遺障害者の救済対策は長期的な視点に立った検討が必要。そのためにはどのようにして安定的な

財源を確保するか、ということについて考えていかないといけない。 

・ 被害者救済対策を継続・充実させていくため、一般会計からの繰戻しを継続して実施してもらいた

い。交通事故は減少しているが、高次脳機能障害者は存在し続けているということを踏まえた財源

のあり方の検討をしてもらいたい。 

・ 財源に関しては、まず、一般会計からの繰戻しがあるべき。一方で、現在のスキームが設計された当

初考えられていた積立金の運用益を毎年の自動車事故対策事業の財源とする制度が破綻している

ということは事実だと思うので、こうしたことを踏まえて財源のあり方を考えることが必要だと思う。

財源をどうするか、大きな話になると思うが、多くの方々のお知恵をいただければと思う。 

・ 子どもの未来を守ることを考えたい。自動車事故対策事業を継続していくことは必要不可欠である

ところ、厳しい財政事情を踏まえると、これを継続して実施していくための安定的な財源の確保が必

要であり、賦課金の導入について検討してもらいたい。 

・ 新型コロナウイルス感染症対策以外にも高齢化の進展、インフラの更新等、今後も一般会計には大

きな財政出動が必要となる課題が山積しており、厳しい状況にある。借金の残高は日本のGDPの２

倍以上。自動車事故対策事業に係るフローの収入としては、積立金の運用することによって生じる

運用益を想定していたと考えられるが、金利がほぼゼロの状況の下でその運用益を確保することは

難しい。一般会計からの繰戻金はフローの財源ではなく、過去の貸付金の返済なのでストックである。

フローの安定的な財源の確保に向けて、全体的な議論が必要。 

・ 一般会計からの繰戻しは少しずつ増えているもの、根本的な議論を行い、被害者救済対策を安定的

に実施していくための方策をみなさんと考えていきたい。 

 

以  上 
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今後の自動車事故対策事業の方向性について

令和３年９月３０日

自動車局
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自動車損害賠償責任保険と自動車事故対策事業

自動車事故対策事業は自動車損害賠償責任保険と相まって、自賠責制度の充実・強化、交通安全の実現及び
被害者救済対策に資するため、昭和42年より実施。

1

自賠責保険・共済

被害者救済対策 事故発生防止対策

損害賠償を
保障

保険・共済では
カバーしきれない
分野の救済

交通安全の実現

自賠責制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達を推進
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１．被害者救済対策の方向性



被害者救済対策の基本的な考え方

被害者救済対策は自賠責制度では救済しきれない事故直後等における相談支援、交通遺児支援、後遺障害の
治療・リハビリの機会確保、在宅での介護負担の軽減、介護者なき後対策に資する施策を実施。

3

自賠責保険

治療費

休業損害

逸失利益

慰謝料

自動車事故対策事業（被害者救済対策）

介護料の支給等

弁護士による無料相談

療護施設の設置・運営 交通遺児への資金援助

短期入院・入所
の利用促進

社会復帰等の促進

リハビリの機会確保

介護者なき後対策
事故被害者・遺族の

精神的支援

クルマ社会の光と影

○ 我が国は世界でも有数の「クルマ社会」であり、自動車なしの国民生活は成り立たない。一方で、交通事故により、
令和2年度において30万件超の交通事故が発生し、死者数は2,839人、重傷者数は27,774人にのぼる。

○ 誰もがその当事者になり得る交通事故という“脅威”に備えるため、疾病・ケガ（医療保険）、労働災害（労災保険）などと
同様の「セーフティネット」として自賠責制度を構築するとともに、自賠責制度では救済しきれない場合の対策が必要。

一般的な医療・福祉制度 労災保険等による救済



今後の被害者救済対策の必要性

被害者救済対策の対象となる自動車事故被害者は交通事故の減少に伴い、新たに生じる自動車事故被害者数
の減少は見込まれるものの、過去、自動車事故の被害に遭った者は今後も長期に渡って存在。

4

NASVA介護料受給資格者数の推移見込 NASVA介護料受給資格者の年齢別内訳

長期に渡る被害者救済が必要

○ これまでに自動車事故被害に遭われた方の累計であるNASVA介護料受給資格者数は今後も微増傾向が続く見込み。

○ さらにその内訳は４０代以下の者が約60%を占めており、今後数十年に渡り支援を必要とされる方が多数存在。

10歳未満 10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代 80代以上

４０代以下 ６０％弱

※介護料受給者4,715人（令和3年8月末現在）



今後必要となることが見込まれる被害者救済対策

今後の被害者対策については、医療、福祉、保険、法律の専門家や被害者団体、遺族団体の方々とともに「今後
の自動車事故被害者救済対策のあり方に関する検討会」を開催し、その方向性を令和３年７月にとりまとめ

療護施設の充実

サービスの向上（リハビリ対応の強化）

療護センターの老朽化対策

リハビリの機会確保

脊髄損傷者向け中長期リハビリ

協力病院の機能強化（重点支援病院制度の創設）

高次脳機能障害の社会復帰支援

介護者なき後対策の強化

グループホーム等の新設等支援

人手不足対策の強化

自治体等とのつながり強化

事故直後の支援等

情報提供の充実

精神的支援

技術革新に応じた施策の展開

社会情勢の変化に対応した対策の充実・強化が必要

○ 社会情勢の変化はこれまでにないスピードで変化し、医療・福祉行政を巡る制度変更もこれに合わせて変化

○ 自動車事故被害者を巡る状況の変化をしっかりと捉まえ、求められている施策の充実・強化に取り組むことが必要

5
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２．事故発生防止対策の方向性



自動車事故対策事業における交通事故の防止・被害軽減の必要性

自動車ユーザーは誰もが交通事故の被害者にも加害者にもなり得る。交通事故の発生を防止するとともに、
事故時の被害の軽減を図り、全ての自動車ユーザーが安全・安心に運転できる「クルマ社会」を実現する

7

交通事故の防止と被害軽減の必要性

○ 交通事故は、被害者はもとよりその家族、更には加害者やその関係者までも苦しめる「人災」である

○ 交通事故の発生を防止すること、事故が発生してもその被害を軽減することは、直接的には、人命を救い、被害者の負
傷の程度を軽減し、間接的には、交通事故にともなう経済的な損失や自賠責保険料の低減にもつながるものである

○ 何より、交通事故の発生を防止し、究極的には、交通事故ゼロを目指し、将来にわたり、全ての自動車ユーザーが安全・
安心に運転できる「クルマ社会」の実現を目指す

被害者・遺族の苦しみ

加害者・関係者の苦しみ

経済的な損失
自賠責保険の低減

交通事故
（クルマ社会の負の側面）

究極的には、交通事故ゼロ

全ての自動車ユーザーが安全・安心に
運転できる「クルマ社会」

交通事故の防止
被害の軽減

「人災」の低減



歩行中

8,065 

自転車乗車中

7,461 

自動車乗車中

8,408 

自動二輪車

乗車中

4,409 

原付乗車中

3,625 

その他, 57 

交通事故の現状と削減目標

令和２年においても、30万件超の交通事故が発生し、死者数は2,839人、重傷者数は27,774人にのぼる

8

交通事故の現状と削減目標

○ 交通事故の発生件数、死者数、負傷者数はいずれも近年減少傾向にあるが、令和2年においても、30万件超の交通事故
が発生し、死者数は2,839人、重傷者数は27,774人にのぼる

○ 交通事故による死者、重傷者の半分以上は、歩行者又は自転車乗員といった交通弱者である

○ 政府が定める第11次交通安全基本計画（令和３～７年度）では、死者数を2,000人以下、重傷者数を22,000人以下と
する目標が掲げられている

令和２年の発生状況
第１１次交通安全基本計画
（令和３～７年度）

交通事故件数
（人身事故）

30万9,000件 －

死者数
（24時間以内死者数）

2,839人 2,000人以下

重傷者数 27,774人 22,000人以下

重度後遺障害者数 1,655人 －

交通事故の発生状況と削減目標 死者数・重傷者数の状態別内訳（令和元年）

歩行中

1,176 

自転車乗車中

433 

自動車乗車中

1,083 

自動二輪車

乗車中

361 

原付乗車中

149 
その他, 13 

重傷者数死者数



車両の安全対策と事業用自動車の安全対策

国土交通省では、車両の安全対策と事業用自動車の安全対策について目標を定め、実施している

9

車両の安全対策と事業用自動車の安全対策

○ 政府は、交通安全基本計画に基づいて、「人」、「道」、「車」の各側面から交通安全対策を推進

○ このうち、「人」、「車」の対策では、自動車ユーザー自身がより安全な車を選択すること、自動車を安全に使用すること等、
自動車ユーザー一人一人の取組みを促すことが重要。

○ 国土交通省では、交通安全基本計画に基づき「車両の安全対策」と「事業用自動車の安全対策」について、それぞれ、目
標を定め、実施することにより、交通事故の削減を図っている。

車両の安全対策と目標 事業用自動車の安全対策と目標

①24時間死者数225人以下、バス、タクシーの乗客死者数ゼロ

②重傷者数2,120人以下

③人身事故件数16,500件以下

④飲酒運転ゼロ

＜全体目標＞

＜各業態の個別目標＞

【乗合バス】 車内事故件数85件以下

【貸切バス】 乗客負傷事故件数20件以下

【タクシー】 出会い頭衝突事故件数950件以下

【トラック】 追突事故件数3,350件以下

事業用自動車総合安全プラン2025
（計画期間：令和３～７年度）

【短期・中期的視点】
死亡・重傷化リスクが高い場面に対し、より高度な安全運転支援技術の
開発、実用化、普及、適正利用等を加速

【長期的視点】
2035年頃までに、自動車技術により対策が可能であるものについて、
新たに市場に投入される車が原因となって引き起こされる死亡事故をゼ
ロとすることを目指す

【対策の柱】
・ 歩行者・自転車等利用者の安全確保
・ 自動車乗員の安全確保
・ 社会的背景を踏まえて重視すべき重大事故の防止
・ 自動運転関連技術の活用・適正利用促進

交通政策審議会陸上交通分科会自動車部会報告書
（計画期間：令和３～７年度）



交通安全を取り巻く環境変化と課題① （高齢運転者による事故、健康起因事故）

高齢化の進展に伴い高齢運転者は増加傾向。高齢運転者による交通事故の防止が課題。また、運転中の健康
異常に起因する事故への対応も必要
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高齢運転者による事故、ドライバーの健康起因の事故

○ 70歳以上の高齢運転者が増加傾向。この傾向は、高齢化の進展により今後も続くものと考えられる
○ 75歳以上の高齢運転者が第一当事者（責任割合が大きい者）である交通死亡事故を人的要因別に見ると、「操作不適」

の割合が最大である
○ ドライバーの運転中の健康起因の事故も発生しているが、健康管理を適切にすることで低減することは可能である

（万人）

205 220 234 248 256 267 282 304 319 337 354
119 131 141 155 169 180 196 209 221 227 229

0
100
200
300
400
500
600
700

H21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1

75歳以上及び80歳以上の運転免許保有者数の推移

■ 75歳～79歳

■ 80歳以上

75歳以上高齢運転者による交通死亡事故の人的要因別比較（令和元年）

0 5 10 15 20 25 30

操作不適

安全不確認

内在的前方不注意（漫然運転等）

外在的前方不注意（脇見等）

判断の誤り 7%（30件）

9%（36件）

18%（72件）

23%（94件）

28%（111件）

このうち
・ ハンドルの操作不適

13.7％ （55件）
・ ブレーキとアクセルの

踏み間違い 7.0％ （28件）

事業用自動車の運転者の運転中の健康異常に起因する事故

心臓疾患（心筋梗塞、心不全等）
２７５人,１５％不明

３５１人
１９％

その他
７４４人
３９％

脳疾患（くも膜下出血、脳内出血等）
２５３人,１３％

大動脈瘤及び解離 ６５人,３％

呼吸器系疾患 １１６人,６％

消化器系疾患 ８７人,５％

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

健康起因事故を起こした事業用自動車の運転者の疾病別内訳（平成25年～令和元年）

（件）

0

50

100

150

200

250

300

350

400
■ 衝突・接触がなかったもの （乗務の中断等）
■ 衝突・接触を伴うもので、死傷者が生じていないもの （物損事故等）
■ 衝突・接触を伴うもので、死傷者が生じたもの （人身事故）

H21 H22 H23 H24

135

220
244

304 298

363
327

111 100
143 143



交通安全を取り巻く環境変化と課題②（自動車技術の高度化とモビリティの多様化）

自動運転など自動車技術の高度化が急速に進展。また、生活・移動様式の変化に伴い、新たなモビリティの登
場など道路交通も変化。
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技術の高度化とモビリティの多様化

○ 自動車技術の進化により、衝突被害軽減ブレーキ、車線維持支援等の運転支援技術が急速に普及するとともに、その先
には、自動運転の実現が見据えられている

○ アフターコロナの生活・移動様式の変化に伴い、電動キックボード等のパーソナルなモビリティや、自動・非接触による輸
送を可能とする「自動配送ロボット」等の普及により、今後道路交通が変化する可能性

○ 安全・安心を確保するためには、自動車ユーザーがこれらの技術の進展や道路交通の変化に適切に対応するとともに、
子供や高齢者、障がいを有する方を含む全ての道路利用者にも配慮した環境整備が必要

運転支援技術の急速な普及

95.8%

90.8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

衝突被害軽減ブレーキ

ペダル踏み間違い

急発進抑制装置

新車乗用車への搭載率の推移

自動運転技術の進化 新たなモビリティの登場

電動キックボード

歩行領域EV

シニアカー

小型配送ロボット

トラックの隊列走行

自動運転車（レベル３）



交通事故の発生防止と被害の軽減のために①（安全な自動車の開発・普及の促進）

先進的な安全技術の活用により事故防止・被害軽減を図ることが可能となっている。これら技術の普及のた
め、自動車ユーザーによる安全な自動車の選択と自動車メーカーによる開発を促進することが重要。
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安全な自動車を普及させる

○ 更なる交通事故の削減のためには、交通事故の防止と被害の軽減に資する先進的な安全技術の開発・普及がカギ

○ そのためには、自動車ユーザーによる安全な自動の選択と、自動車メーカーによる安全な自動車の開発を促進すること
が重要

○ また、自動運転車や電動キックボード等の新たなモビリティの登場により、「新しい交通事故」が発生するおそれ。

○ 複雑化する交通事故を事故の背景を含めて原因を適切に分析し、対策に生かしていくことが重要

自動車の安全性能の「見える化」 先進的な安全技術の普及促進 交通事故分析の高度化

【運転支援機能使用中の交通事故（2018年）】

高速道路で「運転支援機能」を作動中の車両
が、別事故で佇立していたバイクのライダーに
衝突。ライダーが死亡。加害車両は加速して前
方車両に衝突。運転者は居眠りをしていた。

自動車アセスメント

ドライバー異常時対応システム

歩行者検知型衝突被害軽減ブレーキ



交通事故の発生防止と被害の軽減のために②（安全な使用の確保、医療との連携）

13

自動車を安全に使う、事故が発生しても命を救う

○ コネクテッド機能を有するドライブレコーダーを活用した「見守り」機能、デジタル式の運行記録計、遠隔で運転者の状態
を確認する装置などデジタル技術の活用により自動車の安全な使用を確保・向上させることが重要

○ 事業用自動車については、１台当たりの走行距離が長く、また、事故時の加害性が大きいため、安全な運行体制の確保
を含め、重点的な対策が必要

○ 事故発生時には 「事故自動通報システム」等を活用して、迅速な救急搬送を行うことが人命救助、被害の軽減に効果的

デジタル技術の活用等により自動車の安全な使用を確保・向上させることが期待されている。また、万が一、
交通事故が発生した場合にも、医療との連携により、命を救うことが効果的。

コネクテッド機能を活用した「見守り」 運行管理の高度化 事故自動通報システム

ドクターヘリ

救急車

（出展）HELPNET ホームページより

生体情報
計測

乗務前後の点呼

車両挙動
生体情報

運行中

AI
分析・判断

改善連絡
未然防止

運行管理者

異常検知
(リアルタイム)



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

３．今後の自動車事故対策勘定積立金の推移



今後の自動車事故対策勘定積立金の推移見込み

15

2,545 

1,504 
1,430 

1,333 

1,236 
1,138 

1,041 
944 

847 
750 

652 
555 

458 
361 

264 
166 

69 0 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

H14 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10R11R12R13R14R15R16R17R18R19

積立金残高

（億円）

歳出をR3予算と同規模で想定。繰戻しは毎年度、４７億円が継続すると仮定。不足額は積立金の取崩しで賄う場合

・ ・ ・

1,000億円を
割り込む

（※）制度改正により自動車事故対策勘定の積立金が形成された時点の残高。この時点における一般会計への繰入残高を除く。

（※）

今後考慮すべき要素

療護センターの老朽化対策等
（抜本的改修を行う場合は数十億円の費用を要する可能性）

今後の自動車事故被害者救済対策のあり方に関する検討会で
取りまとめた施策の実施

＋

施設の自然災害への備え、技術革新への対応など

？



今後の自動車事故対策勘定のあり方に関する検討会（第２回）  

2021 年 9 月 30 日 

自動車総連 

《意見》 

 日本における自賠責保険制度は、社会的役割も大きく、他の国や地域にはない、優れた

制度であり、持続可能な制度とする必要がある。 

 自動車事故対策勘定の積立金は、資料 P15 に記載の通り本年度レベル（47 億円）の繰

り戻しが継続すると仮定しても、今後 15 年間で底をつく見込みとなっており、厳しい

財政状況にあると、あらためて認識を深めた。 

 資料 P12 に記載されている「安全な自動車の開発・普及の促進」の取り組みは、非常

に重要であり、自動車メーカー各社も様々な取り組みを積極的に実施している状況に

あり、P11 のグラフにもある通り、新車乗用車への搭載率は高い水準にある。 

 しかし、国内の自動車保有台数は約８千万台あるとされる中、１年間に販売される新車

は約 500 万台であり、その１割にも満たない（6％程度）ことからも、搭載率の高い車

両への代替えを促進することも一つのカギとなる。 

 財源確保の観点に関して、以前より申し上げてきた通り、新たな大臣間合意の締結がさ

れる場合には、繰り戻し額を毎年交渉し決定する方式ではなく、将来を見据えた返済の

ロードマップの提示を要望したい。 

 

 

以上 

資料４－１



救済されていない自動車事故被害者の実態        2021年 9月 30日 

  ～特に遷延性意識障害者について 

                 全国遷延性意識障害者・家族の会 代表 桑山雄次 

 

【1】遷延性意識障害者の定義 

 疾病・外傷により種々の治療にもかかわらず、3か月以上にわたる、①自力移動不能，②

自力摂食不能，③糞便失禁状態，④意味のある発語不能，⑤簡単な従命以上の意思疎通不能，

⑥追視あるいは認識不能の6項目を満たす状態にあるものをいう（脳神経外科学会1976）。 

 

【2】自動車事故での 1年間の発生数 

実数は不明だが、自賠責審議会の警察統計から推測すると 300～350 人と考えられる。 

 

【3】事故発生後の対応 

① 全国にある 11 か所の NASVA の療護センター・委託病床で集中的な治療を受けるこ

とができるが、定員は 310名。（【2】の 1/3～1/4が利用しているようだ） 

 意識障害から 26%が回復するデータがあるも、多くは高次脳機能障害を発症する。また

反対に亡くなった方を除けば 7割強は意識障害に留まる。 

② NASVAの病床を退院した後は、長期療養型病院、入所施設、在宅が主な選択肢。 

③ 任意保険での賠償も十分とは言えない。「24時間の介護は必要」との判示が出ても、最

低保証であり、決してそれに見合う賠償は判示されないこと、ライプニッツ係数で減額され

ると介護生活が長くなると厳しくなること、成年後見制度が不備なこと、などがある。 

 

【4】在宅の生活 

① 障害者については、1981 年の国際障害者年以来、施設から地域へのノーマライゼー

ションの流れが出来た。介護保険が 2000年に施行されてからは、「在宅推進」がメインに

なった。在宅推進は望ましい施策と思うが、自治体間格差も大きく、地元での受け皿がなく

社会資源が乏しい地域は多い。 

② 2012 年度から、痰の吸引や経管栄養が研修を受けたヘルパーにも可能になって、法

的にはかなりサービスは使い易くなった。それ以前は医療的ケアのある障害者にとっては、

入浴サービスくらいしかなかった。 

③ ただし、残念ながら現在でも、特に医療的ケアのある重度障害者を支援する福祉サービ

ス提供事業所は本当に少ない。また医療的ケアの研修もなかなか進まず、資格のあるヘルパ

ーも少ないので、結果として家族が担わざるを得ず、その疲労は濃い。 

 

【5】現在の私の息子の場合 

① 1 週間は、7 日×24 時間＝168 時間あるが、家族がケアする必要のない時間（通所

や介護ヘルパーに依頼する時間）は、36時間（月～土で 1日約 6時間程度）である。残り

資料４－２ 



の 132 時間は私と妻とで看ている。もっと家族介護を減らしたいが、ヘルパーがいない。 

② 事故から 27年目になり、在宅生活もまもなく丸 25年になる。これからも続く介護で

あり、この生活を肌感覚で理解してもらうのは難しいが、夜中の痰の吸引（後遺症の嚥下障

害で、口中の唾液を上手に飲み込めないこともあり、むせてしまう）ひとつをとっても、非

常にたいへんである。 

③ 医療的ケアの研修をヘルパーさんに受けてもらい、20人以上の方が息子の医療的ケア

が可能になったが、ご家庭の事情や病気、転居などで、ヘルパーさんは定着しないのが実情

である。私の住む市では医療的ケアを行う事業所は、昨年になってやっと 1 か所出来たも

のの、ヘルパーがなかなか増えないのは最大の悩みである。在宅のキーはここにある。どう

しても足りない場合は、自費でヘルパーを雇うことにしている。 

④ ショートステイは、夜間体制の不十分さは否めない。息子の利用している施設は入所施

設のショートステイ枠である。50 床の施設でショートステイの枠は 5 床。夜間の体制は、

看護師が 3人、介護士が 1人である。コロナ流行後は利用不可になっている。 

⑤ 5年前くらいから、指が動くのがわかり覚醒状態が良いときは筆談ができることがわか

った。事故から 22年を経たコミュニケーションだった。遷延性意識障害者は自らの発信が

弱く、本人のもっている残存能力について、家族もわかっていない面もある。低空飛行なが

ら回復途上にある。この希望を絶たないで欲しい。 

⑤ 不幸を不運で終わらせないで欲しい。車は社会に必要なものであるが、事故は残念なが

ら発生する。その保障は十分に行って欲しい。 

 
（2018年 8月；「とうさんのかお」と書いた）  （1994年；事故の前年 7歳） 

 

【6】今後の施策について 

①2001 年に自賠責運用益を 11:9 で分けて、9000 億円を 2%程度で運用すれば、被害

者保護対策を半永久的に枯渇しない、という仕組みは低金利の中、破綻してしまっている。 

②グループホームは重要な施策の一つであるが、空き家は多く、改修すれば比較的安価でグ

ループホームへの転用も可能なものもあるが、中で働くヘルパーが全く足りておらず、今後

の大きな課題である。 

③ヘルパー不足の対応策は処遇を改善するしかない、と確信している。 



「第 2 回今後の自動車事故対策勘定のあり方に関する検討会」資料 
          

NPO 法人日本高次脳機能障害友の会 
古謝由美 

 
 

自動車事故による死者数は減少しつつありますが、救命救急医療のおかげで助かる命

も増えてきました。 
死の縁から復活してきた当事者を見守ることは家族にとって希望にも似た思いで看

病をします。 
しかしながら命は助かったものの、重い後遺症が現実としてのしかかってきます。 

高次脳機能障害（児）者、を始め遷延性意識障害者、脊髄損傷者は決して減ってはいま

せん。 
 
私たち高次脳機能障害者は外見上、障害が解りにくく、人間に取って一番大切な脳を損

傷することで困難と向き合って一生を過ごすこととなります。 
 
その為、被害者救済対策として高次脳機能障害（児）者の社会復帰に向けて、入院期間

も含め様々なリハビリや介護者亡き後など多くの支援が不可欠です。 
 

事故を減らす事は死者数を減らすこと、重度後遺障害者を減らす事へと繋がっていき

ます。 
私たち自動車を運転する者が 1 人 1 人安全運転を心がけることが大切ですが、 
事故発生防止対策として安全走行を目指す車両開発などにも力を入れて頂きたい。 
また、移動手段として手軽に乗れる自転車による事故も増加傾向にあります。 
この様に今、身近に起きている交通事故の変化にも対応すべきである。 
 
その為には資源の確保として一般会計からの繰り戻し金も大臣間における合意を確

実に更新して頂きたい。 
 
また、被害者救済対策を安定的に実施していくため、繰り戻し金だけではなく、安定

した財源の確保に向けて皆で考えていきたいと思います。 
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今後の自動車事故対策勘定のあり方に対する意見 

 

 

令和３年９月３０日（木） 

ＮＰＯ法人日本頸髄損傷ＬｉｆｅＮｅｔ理事長 徳政 宏一 

 

 

自動車事故による重度後遺障害者、犯罪被害者は長期間の精神的、肉体的に命絶え

るまで苦しめられています。これは当事者でないとなかなか理解は出来ません。自動

車事故の被害者は、一生死ぬまで被害者として生きなければなりません、加齢ととも

に悪くなる事はあっても良くなる事はありません。 

 

先般、自動車事故被害者救済対策として初めて脊髄損傷者、高次脳機能障害に対し

てリハビリテーションの充実がまとめられました。この対策も私たち被害者が数年間

と言う年月、求め続けてきた結果と言っても過言ではありません。 

 

私たちが生きること、制度を確立する事は日数も年数も皆さんの想像よりも掛かり

ます。リハビリテーションの充実の確保、介護者無き後の問題、65歳になり介護保険

となった時にナスバの介護料が支給されなくなる問題、自動車事故被害者が地域で孤

立や生活困窮をしない為にも自動車事故被害者の現状や問題点を広くご理解いただ

き、日本が抱える 2040 年問題に向けた未来を見た自動車事故被害者救済対策、自動

車社会の被害者を一生支える制度設計、精査も含めた更なる検討をしていただきたい

と思います。 

 

日本が抱える予算的な問題点はコロナ禍で更に厳しいとは思います。6000 億円の

繰り戻しを基本として、未来に繋ぐために新たな予算を創設、65歳からの高齢自動車

事故被害者に対して一生支払える新たな現金給付の仕組の創設、1 人も取り残さない

自動車事故被害者対策を作り上げていくには、私たちを取り巻く予算自体の無駄や整

理も必要かも知れません、賦課金の議論も皆様のお力をお借りしなければ出来ません。

今後は更に深い検討を関係各位と一緒に重ね進める事だと私は考えております。 
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日本の財政状況
佐藤主光（もとひろ）

一橋大学経済学研究科
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これからの危機

• コロナ禍だけが我が国の危機ではない

• これからの危機＝人口の高齢化による社会
保障費の増加・労働力の低迷（低成長）

我が国の今世紀前半の「構造問題」であっ
て、脱デフレ・コロナ克服で解決するわけで
はない

• 財政が持続可能でなければ社会保障も持
続しない・・・・⇒平時の財政健全化が必要

例：社会保障と税の一体改革

2
時間

これまでの危機

いまの危機

これからの危機

コロナ禍

デフレ経済

社会の高齢化

2020年

2040年





一般会計税収、歳出総額及び公債発行額の推移

出所：財務省



消費税を巡る誤解

• 「原因」と「結果」の混同

誤解＝消費税増税は景気後退の「原
因」・・・

実際＝消費税増税は社会保障費の
増加・財政悪化の「結果」

• 問われるのは高齢化社会においてど
のように社会保障給付等の財源を確
保する、給付等を抑えるか？

原因 結果

通念 消費税増税 景気後退

実際 社会保障費増・財政悪化 消費税増税

5

出所：内閣府



6出所：財政制度等審議会資料



出所：財務省

債務残高の国際⽐較（対GDP⽐）



8出所：財政制度等審議会
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出所：財政制度等審議会



財政制度等審議会建議（2018年）

• 地球温暖化を含む環境問題について、所有権が存在せず、多数の主体がアクセス可能な資源が過剰に利
用され枯渇するという「共有地の悲劇」が指摘されることがあるが、財政にもまた「共有地の悲劇」が当ては
まる。

• 現在の世代が「共有地」のように財政資源に安易に依存し、それを自分たちのために費消してしまえば、将
来の世代はそのツケを負わされ、財政資源は枯渇してしまう。悲劇の主人公は将来の世代であり、現在の
世代は将来の世代に責任を負っているのである。

• 現実には保険料より公費への依存が増しており、しかも本来税財源により賄われるべき公費の財源につい
て、特例公債を通じて将来世代へ負担が先送られているため、受益と負担の対応関係が断ち切られている。

• 負担の水準の変化をシグナルと捉えて受益の水準をチェックする牽制作用を期待できないまま、給付（受
益）の増嵩が続いており、我が国財政の悪化の大の要因となっている

10



社会保障
（医療・介護等）

地方財政 文教・科学技術

環境問題における「共有地の悲劇」

2

＜財政資源の過剰な利用＞

＜財政資源の枯渇＞

社会資本整備 農林水産

エネルギー・
環境・中小企業

防衛外交関係

＜資源の過剰な利用＞

＜資源の枯渇＞

財政問題における「共有地の悲劇」

「共有地の悲劇」のイメージ図

＜現在の世代＞

＜将来の世代＞



最近の交通事故例と
継続した安全技術評価の必要性

東京都市大学 理工学部 教授

槇 徹雄
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https://news.yahoo.co.jp/articles/c6d8b456434a128c25ac4ba43f661722c2113e4f/images/000
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210911001624.html

９月初旬の事故；タクシー６人死傷事故
運転手は「くも膜下出血」

事故の直前まで、
運転手は正常に認知、判断、運転できているのか？

https://news.yahoo.co.jp/articles/c6d8b456434a128c25ac4ba43f661722c2113e4f/images/000
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210911001624.html


Hitosugi M, et al: Sudden illness while driving a vehicle, a retrospective analysis of 
commercial drivers in Japan. Scand J Work Envn Hea, 38: 84-87, 2012.

https://www.yomiuri.co.jp/pluralphoto/20210918-OYT1I50126/


～意識障害事故 剖検例1 (参考文献参照)～

エアバッグによる顔面打撲に基づく
頭蓋内損傷

傷害状況 事故状況

死因

剖検個人データのため、配布資料では削除
しております。当日、多少マスキングした
写真などを使用して、ご説明いたします。



上体角度

前後[deg] 20

左右[deg] 右20

捻転[deg] 左20

シートポジション ニュートラル

解析結果 ～剖検例1～ (参考文献参照)

推測される挙動 推測される初期姿勢

挙動解析結果



新技術で意識消失を認識可能

交通事故時に既に意識消失*している場合がある
（*死亡を含む）

事故再現で事故直前の乗員姿勢の明確化が可能
（インナーセンシングなどにより
ドライバーの状態を検知可能となる）



ホンダ
レジェンドEX
7,249,000円

https://www.honda.co.jp/hondasensing-elite/system/index.html

同一グレードで
レベル３対応の価格
11,000,000円

自動運転車レベル３の価格
（一部の自動車専用道路のみ）



ベースグレードの
ホンダセンシング運転支援
システム
7,249,000円



ライダーセンサー ５台
レーダーセンサー ５台
フロントカメラ ２台
ソナーセンサー １２台

レベル３に必要な多数のセンサーが価格差

室内側の乗員状態把握カメラ



blob:https://www.honda.co.jp/d4317b84-282c-4b50-a93f-20340a6661f6

運転者の状態による自動停止（ビデオ）

下記URLのビデオで確認できます。



一部の高速道路では
ドラーバーの状況を判断して
路側帯に停車できる

意識消失した場合に、路側帯に停止可能



正常な運転ができていない同様な事故例

持病として「てんかん」
・祇園事故
大人 ７名死亡

・栃木鹿沼 クレーン車事故
児童 ６名死亡

居眠り
・関越自動車 バス事故
大人 ７名死亡

飲酒
・八街 トラック事故
児童 ５名

https://www.jiji.com/jc/d4?p=kca223&d=d4_soc
https://www.jiji.com/jc/d4?p=kba429&d=d4_acs
https://www.chibanippo.co.jp/news/national/806892

https://www.jiji.com/jc/d4?p=trf412&d=d4_soc#photo3
https://www.jiji.com/jc/d4?p=kca223&d=d4_soc#photo2
https://www.jiji.com/jc/d4?p=kba429&d=d4_acs#photo3
https://www.jiji.com/jc/d4?p=kca223&d=d4_soc


まとめ
• 医工連携により交通事故発生メカニズムが徐々に

明確化されている

• 例えば、交通事故で死亡していた運転手は

脳や心臓の疾患により事故直前に意識消失していた

可能性が疑われる

• 自動運転車レベル３では一部の自動車専用道路で

意識消失時の対応が可能となっている

• 一般道ではより多面的な事故実態が存在し、

従来以上に新規に開発された高度先進安全技術を

より公平で正しく、より多面的に評価することが

今後益々重要となる
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